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業務上疾病の労災補償状況調査について

標記の調査については、業務上疾病の労災補償状況を把握するために毎年実

施しており、当該調査結果は、労災補償行政の推進に当たっての基礎資料とし

ているものである。

ついては、平成 26年度分について、別添の様式により平成 27年 9月4日ま

でに、当課職業病認定対策室職業病認定業務第一係あて郵送又はメーノレにより

報告されたい。

なお、当該様式については、労働基準行政システムの全国掲示板（全国掲示

板／本省／労働基準局／労災補償部／補償課）に掲載しているので、適宜活用され

たい。
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様式 1
局

振動障害の労災補償状況調査票

平成26年度中に新規に支給決定を行った者の人数及び平成26年度末現在において療養開始後 1年
以上経過した者の人数

（単位；五）
区分

平成26年度中の
療養開始後 1年以上

経過した者の数
新規支給決定者数

（平成26年度末現在）

事業の種類

林業

鉱業

採石業

建設業

製造業

その他

計

（注）
1 平成26年度以前に療養、休業補償給付請求があったものでも、最も早い支給決定を26年
度中に行ったものを計上すること。

また、以前に不支給決定を行い、 26年度に処分を変更して、支給決定をしたものについて
も計上すること。

2 療養開始後 1年以上経過した者の数（平成26年度末現在）の総数は、補408における
「本年度末療養中」の者と一致することに留意すること。



様式2 局

じん肺症等の労災補償状況調査票

平成26年度中に新規に支給決定を行った者の業種別人数及び平成26年度末現在において療養開始後 1年以上経過した者の人数

、-Y-1-'且、.，

ト！事業の種区類分、

平成26年度中 療養開始後 1年以上経過した者の数（平成26年度末現在）

管理4 管理2・3 （合併症） 管理4 管理2・3 （合併症）

新決規定件支給数 合併症内訳 新決規定件支数給
業務上死亡者数

療養継続者数 合併症内訳 療養継続者数

① 肺結核 ① 肺結核
．“・．． 岡崎・・・・・ ・．． ．．．．．”・H・．”・．目・．”・．． 目”・．．．．．．．．．．．”・．．．．．．．． ， …一一....一一・・・・・・・・・・ ....田町田・回目”””闘・.....・a・・・・・・・..........”“・．開 園．．咽・・ ． ．． 目・・・・.....・－－ ”・・・・・“・・”・・・・・・ ．．．． ．． ”・・田・・・・・・・・・・”・

② 結核性胸膜炎 ② 結核性胸膜炎
”“・・・．．・ ．剛 幽・・－－．目””・”・・・・田圃．．．．．．．””・・・・・・・・・・・・”・・・・・・・”’・” 一一一一一一”ー・ 幽・・田・・・・a・...............・ ・・・・ ・” ” ・.... m・－．．．．．．．．．．．”・・m・・・・・・m ............・・・”・・・・・・． ． ．．． ”・・・・・

③ 続発性気管支炎 ③ 続発性気管支炎
鉱業 ー回毎・．．． ”・．．．．”・目．” ””ー ーーー ーー 一・…一一…一一－一一一一一一 --.”・．．ーー司回

④ 続発性気管支拡張症 ③ 続発性気管支拡張症
・・．．．．．．．．”・． 開・・ ・．．．”・・・．．．． 圃・．”闘””.......園”・・・・・・・・・・・・・＂・・・・・・・・．．．． ” ・． ． ． ． ．．． …………一一一一一一一回目一一一町一一一.........・田・・・・・・H・・・・・・．．． 同．，．．．．．．．．．．”“・・田・”

⑤ 続発性気胸 ③ 続発性気胸
……ー．”……………一………m …一一一一一一 ．．．”・・・田・・........................・－川山・・開 -・m・－・ ・＿.. , ............・－－ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ......................目．．．．

⑥ 原発性肺がん ⑥ 原発性肺がん

① 肺結核 ① 肺結核
”・．．．，．．．．．．目”・．目．目H圃・... ・． ．・・・・・－．．． ．．．． ”・・・・・・・・．．．．． 一一一一一一一戸． ….........・－一…一一一一一一一 ．．．．．””・・・・・ ． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． 

② 結核性胸膜炎 ② 結核性胸膜炎
向”・・．．．．．・ ・・・・・............・－．山田町・・・・・・－・....・・・・・.....一…............................... ・・.............”・田町．””・・・...・・・a・.. ．－・ ． ー ・． ”・ ・....・・・・....・・・・・・・・・・・・・・・・． ． ・－．．．．．．．．．．．．．．．． 

③ 続発性気管支炎 ③ 続発性気管支炎
建設業 “・．．．． ”目．目・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”・’”・・H・回開....・．回目・．．． “・．． ”・ ・・田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・ 司網目・・ ‘………・・.......・－・........・－……一一一一一 “……・一一一一一

④ 続発性気管支拡張症 ④ 続発性気管支拡張症
・・H目・．．．目・・・・・・・・・・・・・・・．目・－－ ． ．・・・・・・．．．．．．．”・．．．．．．．．同・．．．．．．．．．．．．．．． ・・・・・・・・．．．．．．．．．．”司 ・． ” ・回目． …… 一一 一一 一… ー ． ．．． ．．．．．． ”“・・・・・・・・・・． ．．．．．．，．．．目M ・・

⑤ 続発性気胸 ⑤ 続発性気胸
”・．．．．”””・””・．回目・．．．．．． ． 圃． 圃幽・・・－．．．．．．，．．．． ・．．．． ”・．．．．．．．．．．．．． 目・・・・・・M・・・・・ ・．．．．． 一””・．目・・.........・・一…ー ” ・・ ・・-一一 － －…”…．．． ・・・・・・・・・・・・・・ ． ．．．．．．．．．．．．．”・・・・・・・・

⑥ 原発性肺がん ⑥ 原発性肺がん

① 肺結核 ① 肺結核
" ..“…』ー一一一一一一一一一…ー ー””ー．”・・・・－ －司

② 結核性胸膜炎 ② 結核性胸膜炎
ー・・・・・．．．．．．．．．．－－・・・・． ．．．．．”・．．．．．．．”・．．．．．．．．．．．．目・・・・・....・．．．．． 一一一一一一一…． ……・.......・－一一一一一一一一一一一崎 ・・・・・....・－－－－－－－－ － ．．．．．．”・・・・”・・”・

③ 続発性気管支炎 ③ 続発性気管支炎
製造業 ”・．目”・．．．．．””・．．．．．．”・” ・・． ．．．．．．．．．．．．．，”・．．． ”・．．．．．．．．”・・．．．．． 一一一一一一一 ...............一一一一一一一一一一一… 一…一一一一一一一

④ 続発性気管支拡張症 ④ 続発性気管支拡張症
...・.......目・・・・........”・．．．． ”・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．開・．．．．．．．．．．．．．．． ・・・・・・・・．”・・・・・・・・．． ． ． 闘・．目 司・・ー”・・・・・．．．．．”・．．． ””・”・・H園田・・・・....・．．．”・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”・・・・． ，．．．．．．．．．．． ・・ ・・．．．．． 開田....・・”・・．． ．．．．．．．．．．”・・・・・・

⑤ 続発性気胸 ③ 続発性気胸
.....・－・・・・・....・・・・・.........・............・.....・・・・・・・－・－・.......・－－－－ ・．．．．．”・・・...・“・・・...........－・．目 一一…・.....・－．．均一一一一一一一一一一一 ……・・ー……

⑤ 原発性肺がん ⑤ 原発性肺がん

① 肺結核 ① 肺結核
岡田．目M・M・目・・・・H・H・目．圃M・岨 ．”・．”・・・．．．”・－．．．．”・．．．．．． ，．．．．．．．．． ．． ・．．． “・．．．．．．．．”・．．．．”・・ ．． ” ”・ ……一一一一一一一 ・句”・・・・・・・・・”・同・・・．．．．”・・・回開．．．．．

② 結核性胸膜炎 ② 結核性胸膜炎
” － － － － ．・・・田・・・圃．． ””・・・・・・・・・・・”・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．． 嗣..............柏町一”一一 ....................................…一一一一一一…一 一一－一…一一一一

③ 続発性気管支炎 ③ 続発性気管支炎
その他 ”・．．．”・．．”・． ” ・．．．．．．．．．．．．””・．．．目・・・・・・・・M・．．．．．．”・．．”・．．．．．．．． ..........................…ー・． ・....・...・M ・－…・…………一一一一…・ ・・・・・・・・田園田・・”・・・・・．”・・・・・・・”・・・””・・ ・・

④ 続発性気管支拡張症 ④ 続発性気管支拡張症
・...........................”・・・．．．”・・．．．．”・．．．． ””・．目・．．．．．．．．”・．．．目・．．． ・・・・・・・・・・・・・・．． ’・ ・・・ M・．目 ””・．．．”..............・....目・......”・・.....・............哨.....・－・ω．．． ・・ ・． ．．．”・・・・・・・ ．．”・・・・・・”“・”・・・・・・ ．”・・・・・・””・・・・・・

⑤ 続発性気胸 ⑤ 続発性気胸
ーー尚一一一・日 m ・・ ーーー一一一一一 一一一一”一一四時四一ー一 ……ー一一一一ー一一一一一一一 ”ー一一一一一一

⑥ 原発性肺がん ⑥ 原発性肺がん

① 肺結核 ① 肺結核
・．．．．．”・．．．””・・・・・・・・・・・・．．．．． ”“・．． 目・．．．．”・．．．．”・．． ”闘・・H・・・・H・H・目． ・．．．．．”・・・・・・．．．．... ” ” ””・． .........川町........””・“・田町”’m目・・.......・....”・・......,_, －・・ ． ”” ”・．回目．町田・． ．．．．．．”””・・・・・”・・・． ．，．．．．．．”・・・・・・

② 結核性胸膜炎 ② 結核性胸膜炎
・・・・・・・・・・・・・田・田・”・・・・・・・・・・・・・・・............圃圃圃・．目・・・H・・・・・・・ ．．． ” ” ”・.. 山山間山由山山山山・ー・ー・町山田山田川’”山M ，山市町田・・・・皿・............・......H岨....”“・・・・・M H・”・・・・ ． ．．．．．．回開田・・・”・・”・

③ 続発性気管支炎 ③ 続発性気管支炎
計 回・．”・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．． ” ・．．．．”””・．．．．“・・・・・・・・・・・・・................・・・・・・H・・..........・・・・・・・・・， 喝’・． .......・－・.....…一一一一…一一一一一一 － ． ．．．．．．，闘”・・・・・・・-...........目．

④ 続発性気管支拡張症 ＠ 続発性気管支拡張症
－－ ．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． ”””．．．．．．．””・・・・・・・e”・・・・・・． ．帽・ ・． ． ...園田・・・・・・・・・・・・・・．． ．” ” ””・ －． ． ．．・．． 句”・．””・，．．．．”’・・．．．．．．．”・．．．目・．．“・”・・・・・・．．．． ．．．．．””・・・・・・・・・ ． ．．．．”・田園・．目． ．．．．”・・・・・・・・ .........・田・・・・・・・・・ ．． ”・・

⑤ 続発性気胸 ⑤ 続発性気胸
－－・．．．．開 園圃・・・．．．．．．．．．．．．”目．”・”圃・・M同....・M・”・”目・． ．．．．”・・同 闘-・－ .......・・・ ””・．．．”・目．”・”・・・M・．”“”・．．．．．”・．．．”””・・．．闘 ・・・． 闘”・．．．．．．．．．． ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ．”・・・・・”・目個目．．．．．”

⑥ 原発性肺がん ⑥ 原発性肺がん

（注） 1 本調査は、労基則別表第1の2第5号を対象としていること。

2 「合併症内訳j には、該当する欄に人数を計上すること。

3 新規支給決定件数については、平成26年度以前に療養、休業補償給付等の請求のあったものでも、最も早い支給決定を26年度中に行ったものを計上する

こと。また、以前に不支給決定を行い、平成26年度中に処分を変更し支給決定をしたものについては計上すること。

4 療養開始後 1年経過した者には、傷病補償年金受給者は含まないものであること。

5 管理4と管理2・3 （合併症）の療養継続者数の合計の数は、補408における「本年度末療養中の者」と一致することに留意すること。

6 業務上死亡者数については、平成26年度に「業務上として死亡した者Jを計上すること。



様式3
局

職業がんの労災補償状況調査票

平成26年度中に新規に請求、’支給決定又は不支給決定を行った者の人数等
（単位：人）

C ’区分 平成26年度処理状況
疾患名 請求 ｜支給決定不支給決定

1 べンジジンにさらされる業務による尿路系腫蕩
2 ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫蕩
3 4－アミノジフェニノレにさらされる業務による尿路系腫蕩
4 4－ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系雇蕩
5 ピス（クロロメチル）エーアノレにさらされる業務による肺がん
6 ベリリウムにさらされる業務による肺がん
7 べンゾトリクロフイドにさらされる業務による肺がん

.?.. 石石綿綿ににささららさされれるる業業務務にによよるる肺中皮が腫ん ~ 町三ユ円三二ニ
9 ベンゼンにさらされる業務による白血病

山10畑 道塩花化をピ竺ニ7ルじとにさぎちらぎされれ若る葉業務務｛にざよま活る］肝干細血胞管ぷ肉腫%．綱・・・・剛一関 ・．．．””・．．． ””・闘”””・，＂・．．．．．．．．．．．．．．圃．”・・・・・・．． ”””・・目．．．．．．”．”“・・ ....・＂＂”・・・・・・・ M剛・・・・・・・・目”・・・・.....”’

11 1,2－ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん
12ジクロロメタンにさらされる業務によるB日管がん

7 13電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、
様式4 様式4 様式4

甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
号 14オーフミンを製造する工程における業務による尿路系腫蕩

15マゼ、ンタを製造する工程における業務による尿路系腫蕩
16コークス又は発生炉ガスを製造する工程における葉務による肺がん

p酬・7クロri':Kム酸楼塩濫支又はぼ重蓋クYロEム去酸最濫塩を－~製製遣造：すす：ご’るZ主工程程JにEお.:i3.Tけヂる若業業務務花に王よ宮る肺主交が道ん""d)'tJI'"j;;""""" … ・．．．副・・・・・............................. ”“・・”・・・．．”””“”””・”・・ー・....・ …………ー……．

元輔副三ニヲッヂケルルあの製製錬鎌．文又iはま精精錬錬をを存行すう工工程程にi”とおおぼけ＂｛る5業業務務に｛こ－よま右る肺王気が遣ん'"oS京石” ＂＂一一回一一一… ・…一一……一一－－

19枇素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は

闘帽祇無機棄枇を含素化有：合す；：物右鉱を製右”造を：；す原案るj；主工程じこにそご釜お薦けめる製業鎌務若によじるり肺ま精が錬ん”を；行ヲ工程文iま幽” ・．．．．．”・．．．””・・．． ”帽目・・－－ －． ・・－．．””””・・．． 園田・．．．． ”・”’・・・．”・園田．”・”・・・・・・・ ．． ”・・．．．． 圃

無機枇素化合物を製造する工程における業務による皮膚がん
20すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はハ。ラフィンにさらされる業務による皮膚がん
21その他のがん

H・．．．． ””’・．”””・．．．．．．闘”’”幽目．目．山山山町向山・・・町......・－－．．．．．”””・・・””“・目．．．．．”ー........・’”””・・・

10 2亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における柔務による肺がん
号 3ジアニシジンにさらされる業務による尿路系腫蕩
言十

（注） 7号21の疾病については、原則として最終の調査結果復命書の写しを添付すること。（当該復命書に

おいて、がん原性物質等の名称及びばく露時の状況（職種、従事期間、作業様態）、疾患名、発がん

部位、発生状況、保険給付の種別及び請求年月日、支給・不支給決定年月日が記載されていない場合

には、当該事項が記載されている書類の写しを併せて添付すること。）



様式4

ゴ

電離放射線障害調査票

平成26年度中に新規に請求、支給決定又は不支給決定を行った者

（単位：人）

~一一一一一一二
平成26年度処理状況

請求 支給決定 不支給決定

電離放射線にさらされる業務による白血病

電離放射線にさらされる業務による肺がん

電離放射線にさらされる業務による皮膚がん

7号 13 電離放射線にさらされる業務による骨肉腫

電離放射線にさらされる業務による甲状腺がん

電離放射線にさらされる業務による多発性骨髄腫

電離放射線にさらされる業務による非ホジキンリンパ腫

電離放射線にさらされる業務による皮膚障害
2号 5 

電離放射線にさらされる業務による上記以外の疾病等

（注）上記の疾病については、新規に請求があった者については当該請求書の写しを、新規に支給決定又

は不支給決定を行った者については、原則として、最終の調査結果復命書の写しを添付すること。

（当該復命書において、電離放射線への被ばく時の状況（職種、従事期間、累計被ばく線量、作業様態）、

疾患名、発がん部位、発生状況、保険給付の種別及び請求年月日、支給・不支給決定年月日が記載され

ていない場合には、当該事項が記載されている書類の写しを併せて添付すること。）



様式4-2 叶－ 署

電離放射線障害個人調査票

フリガナ......・E・......闘’........’”・H’聞........ ”””・’”＂＂ー”・・・・・ H””...........・・HH伺・・＂＇”’”’”・＂＇’”’.........聞 E・E・－・・・・・圃E・E・・・・・・・”・・”””＇＂・ H・－”’B・E・”・・・・・ー・・・・H・”””・・””””..........・111111111””・・・’”＂＂’”＂＂””’・’”” H同H’E闘＂＂＇・・・・・闘＂＂‘ a・H’”’＂＇掴，，＂＇＂＂＇・ M・H・’”・・ー・・・・・・．，，．，
労 働 者 。コ 氏 名 （男・女）

生 年 月 日 明・大・昭・平 年 月 日生

発 生 事 業 場

業 種

電離放射線に被ばくした職種

電離放射線業務従事時期

（電離放射線業務従事期間）

疾 病 名

発 生 状 況

業務による合計の被ばく線量

去百三円三 求 年 月 日

支給・不支 給 の 別 、

決 疋rムー， 年 月 日

備 考

（注） 「業種Jの欄は、労災保険適用事業細目に基づく事業の種類を記入すること。



様式5 同）

非災害性腰痛、上肢障害の労災補償状況

平成26年度中に新規に請求、支給決定又は不支給決定を行った者の人数等

よ：－－－－－－－：：
平成26年度処理状況

請求 支給決定 不支給決定

非災害性腰痛

（うち介護労働者）

上肢障害

（うち介護労働者）

（単位：人）

（注） （ ）には介護労働者に係る人数を内数として記入すること。
なお、 「介護労働者」とは、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第 1項

に規定する介護関係業務に係る作業を行う者とする。

（参考） 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第 1項：この法律において「介護
関係業務Jとは、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障が
ある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他
のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サー
ビス又は保健医療サービスで、あって厚生労働省令で定めるものを行う業務をいう。


